
○大崎市エコ改善推進事業補助金交付要綱

平成２４年４月１日

告示第４３号

（趣旨）

第１条 市は，大崎市環境基本計画に基づき，地球温暖化の防止や市民の

環境意識の高揚を図るため，市民等の行うエコ改善事業に対し，予算の

範囲内で大崎市エコ改善推進事業補助金（以下「補助金」という。）を

交付するものとし，その交付等に関しては，大崎市補助金等交付規則（平

成１８年大崎市規則第６０号）に定めるもののほか，この要綱の定める

ところによる。

（補助事業）

第２条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は，

次に掲げる事業とする。

ただし，事業者（中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２

条第５項に規定する小規模企業者をいう。以下同じ。）に該当する場合

の補助事業は第１号及び第２号に限るものとする。

（１） 太陽光発電設備設置事業

（２） 定置用リチウムイオン蓄電池導入促進事業

（３） 家庭用高効率給湯器設置事業

（４） Ｖ２Ｈ充放電設備設置事業

（５） 家庭用生ごみ処理機導入事業

（補助対象者）

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は，

次に掲げる場合に応じ当該各号に該当する者とする。

（１） 個人の場合 次に掲げる事項を全て満たす者

ア 市内に住所を有する者又は住所を有する見込みのある者



イ 自己の住居として使用し，又は使用する予定のある建物（住居と

事務所，店舗等（以下「事務所等」という。）を兼用又は併用して

いる建物（以下「兼用住宅等」という。）を除く。）において補助

事業を行う者

ウ 市税に未納がない者

（２） 事業者の場合 次に掲げる事項を全て満たす事業者

ア 市内に住所を有する事業者又は住所を有する見込みのある事業者

イ 自己の事務所等として使用し，又は使用する予定のある建物（兼

用住宅等を含む。以下同じ。）において補助事業を行う事業者

ウ 市税に未納がない事業者

（補助金の額等）

第４条 補助事業ごとの補助対象経費，補助要件及び補助金の額並びに耐

用年数は，別表のとおりとする。

２ 補助金の交付限度額は，「１補助対象者当たり単年度につき２２.５万

円」とする。

３ 補助金の交付は，補助事業の各区分につき前条第１号に規定する補助

対象者にあっては１世帯１回，前条第２号に規定する補助対象者にあっ

ては１事業者１回とする。

（募集及び申請方法）

第５条 補助金の交付を申請する者（以下「申請者」という。）は，大崎

市エコ改善推進事業補助金交付申請書（様式第１号）を，市長に提出し

なければならない。

２ 市長は，前項の申請書を先着順に受理する。ただし，内容に不備があ

る場合は，その補正が完了した時点で受理したものとする。

３ 市長は，受理した補助金交付申請に係る補助金の額の合計額が予算の

総額に達したときは，補助金交付申請の受付を停止するものとする。



（交付の決定）

第６条 市長は，前条第１項の申請書を受理したときは，補助金の交付の

可否を決定し，その旨を大崎市エコ改善推進事業補助金補助金交付決定

通知書（様式第２号）又は大崎市エコ改善推進事業補助金不交付決定通

知書（様式第３号）により，申請者へ通知するものとする。

２ 市長は，前項の規定により補助金の交付の可否を決定するときは，申

請者から公簿等の閲覧に係る同意を得て，申請者のうち，第３条第１号

に規定する補助対象者にあっては住所，世帯構成及び市税の納付状況，

第３条第２号に規定する補助対象者にあっては事務所等の所在地及び市

税の納付状況を確認するものとする。

（変更の申請）

第７条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定

者」という。）は，決定を受けた内容に変更があるときは，大崎市エコ

改善推進事業計画変更承認申請書（様式第４号）を，市長に提出しなけ

ればならない。

（変更の決定）

第８条 市長は，前条の変更承認申請書を受理したときは，補助金の変更

の可否を決定し，その旨を大崎市エコ改善推進事業補助金補助金変更交

付決定通知書（様式第５号）により，当該変更の申請をした者へ通知す

るものとする。

（中止の届出）

第９条 交付決定者は，やむを得ない理由により補助事業を中止しようと

するときは，速やかに大崎市エコ改善推進事業補助金中止届出書（様式

第６号）を市長に提出しなければならない。

（実績報告書）

第１０条 交付決定者は，申請した補助事業が完了した時は，大崎市エコ



改善推進事業補助金実績報告書（様式第７号）を市長に提出しなければ

ならない。

２ 前項の実績報告書の提出期限は，補助事業に係る工事が完了した日若

しくは補助事業に係る建売住宅の引渡しが完了した日から３０日を経過

した日又は交付の決定のあった日の属する市の会計年度の１月末日のい

ずれか早い日までに提出しなければならない。この場合において，提出

期限を過ぎたときは，補助金の交付決定を取り消し，補助金を交付しな

いことができる。

（補助金の額の確定）

第１１条 市長は，前条第１項の実績報告書の提出があったときは，その

内容を審査の上補助金の額を確定し，大崎市エコ改善推進事業補助金額

確定通知書（様式第８号）により，交付決定者に通知する。

２ 市長は，前項の規定により補助金の額を確定するときは，交付決定者

から公簿等の閲覧に係る同意を得て，交付決定者のうち，第３条第１号

に規定する補助対象者にあっては住所，世帯構成及び市税の納付状況，

第３条第２号に規定する補助対象者にあっては事務所等の所在地及び市

税の納付状況を確認するものとする。

（補助金の交付）

第１２条 市長は，前条の規定により補助金の額を確定したときは，速や

かに交付決定者に対し補助金を交付するものとする。

（手続代行者）

第１３条 申請者は，補助事業に係る請負者又は販売店に対し，第５条第

１項，第７条，第９条及び第１０条第１項に規定する書類の提出の手続

きを依頼することができる。

２ 前項の規定により手続きを依頼された者（以下「手続代行者」という。）

は，依頼された手続きを，誠意をもって実施するものとし，申請者に関



して知り得た情報は，業務遂行以外の目的に使用してはならない。

３ 市長は，手続代行者が依頼された手続きを偽りその他不正の手段によ

り行った疑いがある場合は，必要に応じて調査を実施し，不正行為が認

められたときは，当該手続代行者の名称及び不正の内容を公表し，当分

の間，手続きの代行を認めないものとする。

（現地調査等）

第１４条 市長は，補助金の交付を適正かつ円滑に行うため，必要に応じ

て交付決定者に対して報告を求め，又は現地調査等を行うことができる。

（取得財産等の管理）

第１５条 補助金の交付を受けた者は，補助事業により取得した財産（以

下「取得財産」という。）を別表に定める耐用年数の期間，善良なる管

理者の注意をもって管理するとともに，補助金の交付の目的に従ってそ

の適正な運用を図らなければならない。

２ 補助金の交付を受けた者は，耐用年数の期間内において取得財産が毀

損し，又滅失したときは，大崎市エコ改善推進事業補助金取得財産毀損

滅失届（様式第９号）により市長に届け出なければならない。

（取得財産等の処分の制限）

第１６条 補助金の交付を受けた者は，耐用年数の期間内において取得財

産を処分しようとするときは，大崎市エコ改善推進事業補助金財産処分

承認申請書（様式第１０号）を市長に提出し，その承認を受けなければ

ならない。

２ 市長は，耐用年数の期間内において取得財産の処分があったときは，

当該取得財産を処分した者に対し，補助金の全部又は一部を返還させる

ことができる。

（書類の提出）

第１７条 この要綱により市長に提出する書類の部数は，各１部とする。



（その他）

第１８条 この要綱に定めるもののほか，補助金に関し必要な事項は，別

に定める。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は，平成２４年６月１日から施行し，平成２４年度以降の予

算に係る補助金に適用する。

（経過措置）

２ 大崎市エコ改善推進事業補助金交付要綱（平成２３年６月２１日制定）

により補助金の交付を受けた者は，この要綱により補助金の交付を受け

た者とみなす。

附 則

（施行期日）

１ この告示は，平成２５年４月４日から施行し，平成２５年４月１日か

ら適用する。

（経過措置）

２ この告示の施行の際現にこの告示による改正前の大崎市エコ改善推進

事業補助金交付要綱の規定によりエコキュート設置事業に係る補助金の

交付を受けた者は，この告示による改正後の大崎市エコ改善推進事業補

助金交付要綱の規定による家庭用高効率給湯器設置事業に係る補助金の

交付を受けた者とみなす。

附 則

この告示は，平成２６年４月１日から施行し，平成２６年度の補助金か

ら適用する。

附 則

この告示は，平成２７年５月１５日から施行し，平成２７年度の補助金



から適用する。

附 則

（施行期日等）

１ この告示は，平成２９年６月２３日から施行し，平成２９年度の補助

金に適用する。

（適用区分）

２ この告示による改正後の大崎市エコ改善推進事業補助金交付要綱は，

平成３０年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した

場合は，当該補助金にも適用するものとする。

附 則

（施行期日等）

１ この告示は，平成３０年５月１日から施行し，平成３０年度の補助金

に適用する。

（適用区分）

２ この告示による改正後の大崎市エコ改善推進事業補助金交付要綱は，

平成３１年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した

場合は，当該補助金にも適用するものとする。

附 則

この告示は，平成３０年１０月１日から施行する。

附 則

（施行期日等）

１ この告示は，令和元年６月１日から施行し，令和元年度の補助金に適

用する。

（適用区分）

２ この告示による改正後の大崎市エコ改善推進事業補助金交付要綱は，

令和元年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場



合は，当該補助金にも適用するものとする。

附 則

（施行期日等）

１ この告示は，令和２年４月１日から施行し，令和２年度の補助金に適

用する。

（適用区分）

２ この告示による改正後の大崎市エコ改善推進事業補助金交付要綱は，

令和３年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場

合は，当該補助金にも適用するものとする。

附 則

（施行期日）

１ この告示は，令和３年４月１日から施行する。

（適用区分）

２ この告示による改正後の大崎市エコ改善推進事業補助金交付要綱は，

令和４年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場

合は，当該補助金にも適用するものとする。

附 則

（施行期日）

１ この告示は，令和５年４月１日から施行する。

（適用区分）

２ この告示による改正後の大崎市エコ改善推進事業補助金交付要綱は，

令和５年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場

合は，当該補助金にも適用するものとする。



別表（第４条，第１５条関係）

区分 補助対象経費 補助要件 補助金の額 耐用年数

太陽

光発

電設

備設

置事

業

次に掲げる要件に

適合した太陽光発電

設備（以下この表にお

いて「太陽光システ

ム」という。）の設置

に要する費用

(1) 電気事業者によ

る再生可能エネル

ギー電気の調達に

関する特別措置法

（平成23年法律第

108号）第6条第1項

の規定により，10

キロワット未満の

太陽光発電設備の

認定を受けている

こと。

(2) 未使用品である

こと。

(1) 太陽光シ

ステムを設置

する場合にお

いて，補助対

象者が個人の

ときは属する

世帯が居住す

る市内の住宅

（自己所有の

別荘を含む。

以下同じ。）

に，補助対象

者が事業者の

ときは市内の

事務所等に設

置すること。

(2) 補助対象

者が太陽光シ

ステムを設置

しようとする

住宅又は事務

所等の所有者

でない場合

次の各号に掲げ

る太陽光システム

の1時間当たりの発

電量の区分に応じ，

当該各号に定める

額。ただし，太陽光

システムの設置に

係る請負者が市内

に主たる事業所又

は事務所を有する

者（以下「市内事業

者」という。）であ

るときは，当該額に

5,000円を加算す

る。

(1) 4キロワット

以上 40,000円

(2) 3キロワット

以上4キロワット

未満 30,000円

(3) 2キロワット

以上3キロワット

未満 20,000円

6年



は，太陽光シ

ステムの設置

について当該

住宅又は事務

所等の所有者

の承諾を得る

こと。

(4) 1キロワット

以上2キロワット

未満 10,000円

定置

用リ

チウ

ムイ

オン

蓄電

池導

入促

進事

業

次に掲げる要件に

適合した定置用リチ

ウムイオン蓄電池（以

下この項において「蓄

電システム」という。）

の購入及び設置に要

する費用

(1) 1基あたりの容

量が1キロワットア

ワー以上であるこ

と。

(2)家庭用として販売

される新品であっ

て，一箇所に固定し

て使用するもので

あること。

(1) 蓄電シス

テムを設置す

る場合におい

て，補助対象

者が個人のと

きは属する世

帯が居住する

市内の住宅

に，補助対象

者が事業者の

ときは市内の

事務所等に設

置すること。

(2)前号の場合

において，当

該住宅又は当

該事務所等に

太陽光システ

蓄電システム1台

当たり100，000円た

だし，蓄電システム

の購入先及び設置

に係る請負者が市

内事業者である場

合は，当該額に

5,000円を加算す

る。

6年



ムを設置して

いること又は

蓄電システム

の設置に併せ

て太陽光シス

テムを設置す

ること。

（3）補助対象

者が蓄電シス

テムを設置し

ようとする住

宅又は事務所

等の所有者で

ない場合は，

蓄電システム

の設置につい

て当該住宅又

は事務所等の

所有者の承諾

を得ること。

家庭

用高

効率

給湯

次に掲げる家庭用

高効率給湯器の購入

及び設置（リースによ

る設置を含む。以下こ

(1) 家庭用高

効率給湯器を

補助対象者が

属する世帯が

家庭用高効率給

湯器1台当たり

15,000円。ただし，

家庭用高効率給湯

6年



器設

置事

業

の項において同じ。）

に要する費用で未使

用品であること。

(1) 日本産業規格

(JISC9220)に基づ

く年間給湯保温効

率(JIS)を表示する

電気ヒートポンプ

給湯設備（エコキュ

ート）

(2) 経済産業省の民

生用燃料電池導入

支援補助金の補助

対象機器と指定さ

れている家庭用燃

料電池コージェネ

レーションシステ

ム（エネファーム）

(3) 一般財団法人ベ

ターリビングの優

良住宅部品（BL部

品）認定を受けた太

陽熱利用システム

（強制循環式ソー

ラーシステム・自然

循環式太陽熱温水

居住する市内

の住宅に設置

すること。

(2) 補助対象

者が家庭用高

効率給湯器を

設置しようと

する住宅の所

有者でない場

合は，家庭用

高効率給湯器

の設置につい

て当該住宅の

所有者の承諾

を得ること。

器の購入先及び設

置に係る請負者が

市内事業者である

場合は，5,000円を

加算する。



器）

(4) LPガス，都市ガス

又は石油のいずれ

かを燃料とし，熱効

率が90パーセント

Ｖ２

Ｈ充

放電

設備

設置

事業

次に掲げる要件に

適合する家庭用のＶ

２Ｈ充放電設備（電気

自動車，プラグインハ

イブリッド車等に搭

載されている蓄電池

から分電盤を通じて

自宅に電気を送るな

ど，自動車と住宅の電

気を相互に供給でき

るようにする設備を

いう。以下この項にお

いて同じ）の購入及び

設置に要する費用で

あること。

（１）国のＶ２Ｈ充

放電設備の補助金

の補助対象設備と

して一般財団法人

（１）Ｖ２Ｈ充

放電設備を補

助対象者が属

する世帯が，居

住する市内の

住宅に設置す

ること。

（２）補助対象

者がＶ２Ｈ充

放電設備を設

置しようとす

る住宅の所有

者でない場合

はＶ２Ｈ充放

電設備の設置

について当該

住宅の所有者

の承諾を得る

こと。

Ｖ２Ｈ充放電設

備１台あたり３０，

０００円。ただし，

Ｖ２Ｈ充放電設備

の購入先及び設置

に係る事業者が市

内事業者である場

合は，当該額に５，

０００円を加算す

る。

６年



次世代自動車振興

センターにより指

定されているＶ２

Ｈ充放電設備であ

ること。

（２）未使用品であ

ること。

（３）前２号の

場合において，

太陽光システ

ムを当該住宅

に設置してい

ること又はＶ

２Ｈ充放電設

備の設置に併

せて太陽光シ

ステムを設置

すること。

（４）Ｖ２Ｈ充

放電設備から

供給される電

気が住宅部分

で消費されて

いること。

（５）最大受電

電力が１０キ

ロワット未満

であること。

家庭

用生

ごみ

処理

生ごみを乾燥させ

堆肥化する電気式処

理機（以下この項にお

いて「処理機」とい

(1) 処理機を

補助対象者が

属する世帯が

居住する市内

処理機の購入に

要する費用に2分の

1を乗じて得た額

（当該額に1,000円

5年



機導

入事

業

う。）の購入に要する

費用（処理機の設置に

工事を必要とする場

合は，設置に要する費

用を含む。以下この項

において同じ。）で未

使用品であること。

の住宅に設置

すること。

(2) 補助対象

者が処理機を

設置しようと

する住宅の所

有者でない場

合であって，

処理機の設置

に工事を必要

とする場合

は，当該住宅

の所有者の承

諾を得ること

未満の端数がある

ときは，これを切り

捨てる。）。ただし，

20,000円を限度と

する。



様式第１号（第５条関係）

（その１）個人の場合

年 月 日

大崎市長 様

（申請者）

郵便番号 〒 －

住 所

氏 名 印

電話番号 － －

大崎市エコ改善推進事業補助金交付申請書

大崎市エコ改善推進事業補助金の交付を受けたいので，大崎市エコ改善推進事業補助金交

付要綱第５条第１項の規定により，下記のとおり申請します。

なお，公簿等の閲覧による住所，世帯構成及び市税の納付状況の確認に同意します。

記

１ 申請項目

２ 補助金交付申請額

※ 交付限度額は，２２．５万円です。

なお，この補助金交付申請額は予定額であり，実績報告書が提出され，その内容を精査

した上で交付額が確定されますので，御留意ください。

事業名 導入量・金額 補助金額 市内事業者

① 太陽光発電設備設置事業 kW 円 円

② 定置用リチウムイオン蓄電池導入促進事業 kWh 円 円

③ 家庭用高効率給湯器設置事業 台 円 円

④ Ｖ２Ｈ充放電設備設置事業 台 円 円

⑤ 生ごみ処理機導入事業 円 円 円

合 計 円 円

，
円



３ 補助事業を実施する住宅の所在地（⑤生ごみ処理機導入事業のみで申請する場合は記載不要）

（申請者住所と同じ場合には，「申請者住所と同じ」にレを記入していただければ住所の

記載は不要です。その他の場合のみに，「その他」にレを記入の上，住所を記入してくだ

さい。）

４ 補助事業を実施する住宅の所有者（⑤生ごみ処理機導入事業のみで申請する場合は記載不要）

※ 申請者を含む住宅の所有者全員を記載し，申請者以外の所有者がある場合は，承諾印

を捺印してください。

申請者住所と同じ その他（下記に住所を記載））

住所
〒 －

住

宅

所

有

者

申請者本人の

所有権の有無 有 ・ 無 （いずれか該当するものを「○」で囲んでください。）

所有者

１

住所 承
諾
印氏名

所有者

２

住所 承

諾

印氏名

所有者

３

住所 承

諾

印氏名

５ 工事開始（予定）日・設置（予定）日

(⑤生ごみ処理機導入事業の場合は購入予定日 )
年 月 日

６ 工事終了（予定）日・設置完了（予定）日

(⑤生ごみ処理機導入事業の場合は購入日 )
年 月 日

７ 建築区分

（該当項目にレを記入してください。）

新築住宅 既築住宅



８ 太陽光発電設備の概要

（※ 太陽光発電設備を設置する場合記載）

９ 定置用リチウムイオン蓄電池の型式

（※ 定置用リチウムイオン蓄電池を設置する場合記載）

１０ 家庭用高効率給湯器の型式

（※ 家庭用高効率給湯器を設置する場合記載）

項 目 内 容
１）太陽光発電設備の

メーカー名（適合機種

登録メーカー名）

２）太陽光発電設備の

型式名

①

②

③

④

⑤

⑥

３）太陽光発電設備の

公称最大出力と使用枚

数

① W × 枚 = W
② W × 枚 = W
③ W × 枚 = W
④ W × 枚 = W
⑤ W × 枚 = W
⑥ W × 枚 = W

４）太陽光発電設備の

公称最大出力（小数点2
桁未満は切り捨て）

合 計 W ⇒ kW

製造事業者

型式

蓄電容量 kWh

定格出力 W

種 類
□ エコキュート □ 太陽熱利用システム □ エネファーム

□ エコジョーズ □ エコフィール □ ハイブリッド給湯器

製造事業者

型 式



１１ Ｖ２Ｈの型式（※ Ｖ２Ｈを設置する場合記載）

１２ 生ごみ処理機の型式

（※ 生ごみ処理機を設置する場合記載）

１３ 手続代行者名

※ 本補助金の交付申請を購入先又は設置業者が代行して手続きをする場合記載

（１）所在地

（２）手続代行者の会社名・拠点名

※ 補助対象を購入する予定の会社名及び営業所名又は販売代理店名及び所在地を記入

してください。株式会社，有限会社などは省略せずに記入してください。

（３）手続代行者の代表者名（職，氏名）

※ 手続代行者代表者とは，手続代行する会社又は拠点の代表者を指します。職（肩書き

）と氏名を記入してください。

（４）手続代行者の代表者印

（５）担当者名・連絡先

製造事業者

国の補助対象設備の登録型式

最大受電電力 KＷ（※10㎾未満のものに限る。）

製造事業者

型 式

所在地
〒 －

会社名拠点名

手続代行代表者名

手続代行者

代表者印
※手続代行者代表者印は，個人印のみは不可とします。

担 当 者 名

電 話 番 号

F A X 番 号

E-mailアドレス（パソコンのみ）



様式第１号（第５条関係）

（その２）事業者の場合

年 月 日

大崎市長 様

（申請者）

郵便番号 〒 －

所 在 地

商号又は名称

代表者名 印

電話番号 － －

大崎市エコ改善推進事業補助金交付申請書

大崎市エコ改善推進事業補助金の交付を受けたいので，大崎市エコ改善推進事業補助金交

付要綱第５条第１項の規定により，下記のとおり申請します。

なお，公簿等の閲覧による事務所等の所在地及び市税の納付状況の確認に同意します。

記

１ 申請項目

２ 補助金交付申請額

※ 交付限度額は，２２．５万円です。

なお，この補助金交付申請額は予定額であり，実績報告書が提出され，その内容を精

査した上で交付額が確定されますので，御留意ください。

事業名 導入量・金額 補助金額 市内事業者

① 太陽光発電設備設置事業 kW 円 円

② 定置用リチウムイオン蓄電池導入促進事業 kWh 円 円

合 計 円 円

，
円



３ 補助事業を実施する事務所等の所在地

（申請者の所在地と同じ場合には，「申請者所在地と同じ」にレを記入していただければ

所在地の記載は不要です。その他の場合のみに，「その他」にレを記入の上，所在地を記

入してください。）

４ 補助事業を実施する建物の所有者

※ 申請者を含む事務所等の所有者全員を記載し，申請者以外の所有者がある場合は，承

諾印を捺印してください。

申請者所在地と同 その他（下記に所在地を記載）

所在地
〒 －

事

務

所

等

所

有

者

申請者本人の

所有権の有無 有 ・ 無 （いずれか該当するものを「○」で囲んでください。）

所有者

１

住所 承
諾
印氏名

所有者

２

住所 承

諾

印氏名

所有者

３

住所 承

諾

印氏名

５ 工事開始（予定）日・設置（予定）日
年 月 日

６ 工事終了（予定）日・設置完了（予定）日 年 月 日

７ 建築区分

（該当項目にレを記入してください。）

新築事務所等 既築事務所等



８ 太陽光発電設備の概要

（※太陽光発電設備を設置する場合記載）

９ 定置用リチウムイオン蓄電池の型式

（※定置用リチウムイオン蓄電池を設置する場合記載）

１０ 手続代行者名

※ 本補助金の交付申請を購入先又は設置業者が代行して手続きをする場合記載

（１）所在地

項 目 内 容
１）太陽光発電設備の

メーカー名（適合機種

登録メーカー名）

２）太陽光発電設備の

型式名

①

②

③

④

⑤

⑥

３）太陽光発電設備の

公称最大出力と使用枚

数

① W × 枚 = W
② W × 枚 = W
③ W × 枚 = W
④ W × 枚 = W
⑤ W × 枚 = W
⑥ W × 枚 = W

４）太陽光発電設備の

公称最大出力（小数点2
桁未満は切り捨て）

合 計 W ⇒ kW

製造事業者

型式

蓄電容量 kWh

定格出力 W

所在地
〒 －



（２）手続代行者の会社名・拠点名

※ 補助対象を購入する予定の会社名及び営業所名又は販売代理店名及び所在地を記入

してください。株式会社，有限会社などは省略せずに記入してください。

（３）手続代行者の代表者名（職，氏名）

※ 手続代行者代表者とは，手続代行する会社又は拠点の代表者を指します。職（肩書き

）と氏名を記入してください。

（４）手続代行者の代表者印

（５）担当者名・連絡先

会社名

拠点名

手続代行者

代表者名

手続代行者

代表者印
※手続代行者代表者印は，個人印のみは不可とします。

担 当 者 名

電 話 番 号

F A X 番 号

E-mailアドレス

（パソコンのみ）



様式第２号（第６条関係）

大崎市エコ改善推進事業補助金交付決定通知書

大崎市指令（ ）第 号

受令者名

年 月 日付けで申請のありました大崎市エコ改善推進事業補助金につ

いては，大崎市エコ改善推進事業補助金交付要綱第６条第１項の規定により，金 円

を交付します。

年 月 日

大崎市長 印

記

１ 市長が，必要に応じて報告を求め，又は現地調査等を行おうとするときは遅滞なくこれ

に応ずること。

２ 補助事業により取得した財産（以下「取得財産」という。）を別に定める耐用年数の期

間，善良なる管理者の注意をもって管理すること。

３ 取得財産等を処分しようとするときは，あらかじめ大崎市エコ改善推進事業補助金取得

財産処分承認申請書（様式第１０号）を市長に提出し，その承認を受けるべきこと。

４ 取得財産等の処分をした場合において，市長の請求があったときは，交付を受けた補助

金の全部又は一部を返還すること。

５ 補助金の交付決定に係る計画を変更しようとするときは，大崎市エコ改善推進事業計画

変更承認申請書（様式第４号）を市長に提出し，その承認を受けること。

６ 補助金の交付決定に係る申請を取下げようとするときは，大崎市エコ改善推進事業補助

金中止届出書（様式第６号）を市長に提出すること。

（今後の手続きについて）

補助事業に係る工事が完了した日若しくは補助事業に係る建売住宅の引渡しが完了した

日から３０日を経過した日又は令和５年１月３１日のいずれか早い日までに，大崎市エコ改

善推進事業補助金実績報告書（様式第７号）を提出してください。



様式第３号（第６条関係）

第 号

年 月 日

様

大崎市長 印

大崎市エコ改善推進事業補助金不交付決定通知書

年 月 日付けで申請のあった大崎市エコ改善推進事業補助金については，

下記のとおり不交付となりましたので，大崎市エコ改善推進事業補助金交付要綱第６条第１

項の規定により通知します。

記

１ 不交付の事業の種別

２ 不交付の理由



様式第４号（第７条関係）

（その１）個人の場合

年 月 日

大崎市長 様

（申請者）

郵便番号 〒 －

住 所

氏 名 印

電話番号 － －

大崎市エコ改善推進事業計画変更承認申請書

年 月 日付け大崎市指令（ ）第 号で交付決定通知のありました大

崎市エコ改善推進事業について，下記のとおり事業計画を変更したいので承認されるよう大

崎市エコ改善推進事業補助金交付要綱第７条の規定により申請します。

記

１ 変更の内容

２ 変更の理由



３ 手続代行者名

※ 本補助金の交付申請を購入先又は設置請負者が代行して手続きをする場合記載

（１）所在地

（２）手続代行者の会社名・拠点名

※ 補助対象を購入する予定の会社名及び営業所名又は販売代理店名及び所在地を記入

してください。株式会社，有限会社などは省略せずに記入してください。

（３）手続代行者の代表者名（職，氏名）

※ 手続代行者代表者とは，手続代行する会社又は拠点の代表者を指します。職（肩書き

）と氏名を記入してください。

（４）手続代行者の代表者印

（５）担当者名・連絡先

所在地
〒 －

会社名

拠点名

手続代行者

代表者名

手続代行者

代表者印
※手続代行者代表者印は，個人印のみは不可とします。

担 当 者 名

電 話 番 号

F A X 番 号

E-mailアドレス

（パソコンのみ）



様式第４号（第７条関係）

（その２）事業者の場合

年 月 日

大崎市長 様

（申請者）

郵便番号 〒 －

所 在 地

商号又は名称

代表者名 印

電話番号 － －

大崎市エコ改善推進事業計画変更承認申請書

年 月 日付け大崎市指令（ ）第 号で交付決定通知のありました大

崎市エコ改善推進事業について，下記のとおり事業計画を変更したいので承認されるよう大

崎市エコ改善推進事業補助金交付要綱第７条の規定により申請します。

記

１ 変更の内容

２ 変更の理由



３ 手続代行者名

※ 本補助金の交付申請を購入先又は設置請負者が代行して手続きをする場合記載

（１）所在地

（２）手続代行者の会社名・拠点名

※ 補助対象を購入する予定の会社名及び営業所名又は販売代理店名及び所在地を記入

してください。株式会社，有限会社などは省略せずに記入してください。

（３）手続代行者の代表者名（職，氏名）

※ 手続代行者代表者とは，手続代行する会社又は拠点の代表者を指します。職（肩書き

）と氏名を記入してください。

（４）手続代行者の代表者印

（５）担当者名・連絡先

所在地
〒 －

会社名

拠点名

手続代行者

代表者名

手続代行者

代表者印
※手続代行者代表者印は，個人印のみは不可とします。

担 当 者 名

電 話 番 号

F A X 番 号

E-mailアドレス

（パソコンのみ）



様式第５号（第８条関係）

大崎市エコ改善推進事業補助金変更交付決定通知書

大崎市指令（ ）第 号

受令者名

年 月 日付けで変更承認申請のありました大崎市エコ改善推進事業補

助金については，大崎市エコ改善推進事業補助金交付要綱第８条の規定により，これを

承認し，下記のとおり補助金の交付決定を変更したので通知します。

年 月 日

大崎市長 印

記

１ 変更の内容

２ 補助金額 変更前 円

変更後 円



様式第６号（第９条関係）

（その１）個人の場合

大崎市エコ改善推進事業補助金中止届出書

年 月 日

大崎市長 様

（届出者）

郵便番号 －

住 所

氏 名 印

電話番号 － －

年 月 日付け大崎市指令（ ）第 号で交付決定通知のありました大

崎市エコ改善推進事業補助金について，下記のとおり事業を中止したいので大崎市エコ改善

推進事業補助金交付要綱第９条の規定により，届出します。

記

１ 中止の理由



２ 手続代行者名

※ 本補助金の交付申請を購入先又は設置請負者が代行して手続きをする場合記載

（１）所在地

（２）手続代行者の会社名・拠点名

※ 補助対象を購入する予定の会社名及び営業所名又は販売代理店名及び所在地を記入

してください。株式会社，有限会社などは省略せずに記入してください。

（３）手続代行者の代表者名（職，氏名）

※ 手続代行者代表者とは，手続代行する会社又は拠点の代表者を指します。職（肩書き

）と氏名を記入してください。

（４）手続代行者の代表者印

（５）担当者名・連絡先

所在地
〒 －

会社名

拠点名

手続代行者

代表者名

手続代行者

代表者印
※手続代行者代表者印は，個人印のみは不可とします。

担 当 者 名

電 話 番 号

F A X 番 号

E-mailアドレス

（パソコンのみ）



様式第６号（第９条関係）

（その２）事業者の場合

大崎市エコ改善推進事業補助金中止届出書

年 月 日

大崎市長 様

（届出者）

郵便番号 －

所 在 地

商号又は名称

代表者名 印

電話番号 － －

年 月 日付け大崎市指令（ ）第 号で交付決定通知のありました大

崎市エコ改善推進事業補助金について，下記のとおり事業を中止したいので大崎市エコ改善

推進事業補助金交付要綱第９条の規定により，届出します。

記

１ 中止の理由



２ 手続代行者名

※ 本補助金の交付申請を購入先又は設置請負者が代行して手続きをする場合記載

（１）所在地

（２）手続代行者の会社名・拠点名

※ 補助対象を購入する予定の会社名及び営業所名又は販売代理店名及び所在地を記入

してください。株式会社，有限会社などは省略せずに記入してください。

（３）手続代行者の代表者名（職，氏名）

※ 手続代行者代表者とは，手続代行する会社又は拠点の代表者を指します。職（肩書き

）と氏名を記入してください。

（４）手続代行者の代表者印

（５）担当者名・連絡先

所在地
〒 －

会社名

拠点名

手続代行者

代表者名

手続代行者

代表者印
※手続代行者代表者印は，個人印のみは不可とします。

担 当 者 名

電 話 番 号

F A X 番 号

E-mailアドレス

（パソコンのみ）



様式第７号（第１０条関係）

（その１）個人の場合

年 月 日

大崎市長 様

（報告者）

郵便番号 〒 －

住 所

氏 名 印

電話番号 － －

大崎市エコ改善推進事業補助金実績報告書

年 月 日付け大崎市指令（ ）第 号で交付決定のありました大崎

市エコ改善推進事業について，大崎市エコ改善推進事業補助金交付要綱第１０条第１項の規

定により，下記のとおり報告します。

記

１ 申請項目

２ 補助金交付申請額

事業名 導入量・金額 補助金額 市内業者

① 太陽光発電設備設置事業 kW 円 円

② 定置用リチウムイオン蓄電池導入促進事業 kWh 円 円

③ 家庭用高効率給湯器設置事業 台 円 円

④ Ｖ２Ｈ充放電設備設置事業 台 円 円

⑤ 生ごみ処理機導入事業 円 円 円

合 計 円 円

，
円



４ 補助金の振込先

※ 左詰めで記入してください。

※ 左詰めで記入してください。

※ カタカナ・左詰で，姓と名の間は１マス空けてください。

※ 右詰めで記入してください。

３ 工事終了日・設置完了日 年 月 日

金 融

機関名

（カタカナ）

支店名

（カタカナ）

金融機関

コード

支 店

コード

預貯金

種 類
普通 当座

本 人

口 座

名 義

口 座

番 号



５ 手続代行者名

※ 本補助金の交付申請を購入先又は設置請負者が代行して手続きをする場合記載

（１）所在地

（２）手続代行者の会社名・拠点名

※ 補助対象を購入する予定の会社名及び営業所名又は販売代理店名及び所在地を記入

してください。株式会社，有限会社などは省略せずに記入してください。

（３）手続代行者の代表者名（職，氏名）

※ 手続代行者代表者とは，手続代行する会社又は拠点の代表者を指します。職（肩書き

）と氏名を記入してください。

（４）手続代行者の代表者印

（５）担当者名・連絡先

所在地
〒 －

会社名

拠点名

手続代行者

代表者名

手続代行者

代表者印
※手続代行者代表者印は，個人印のみは不可とします。

担 当 者 名

電 話 番 号

F A X 番 号

E-mailアドレス

（パソコンのみ）



様式第７号（第１０条関係）

（その２）事業者の場合

年 月 日

大崎市長 様

（報告者）

郵便番号 〒 －

所 在 地

商号又は名称

代表者名 印

電話番号 － －

大崎市エコ改善推進事業補助金実績報告書

年 月 日付け大崎市指令（ ）第 号で交付決定のありました大崎

市エコ改善推進事業について，大崎市エコ改善推進事業補助金交付要綱第１０条第１項の規

定により，下記のとおり報告します。

記

１ 申請項目

２ 補助金交付申請額

事業名 導入量・金額 補助金額 市内業者

① 太陽光発電設備設置事業 kW 円 円

② 定置用リチウムイオン蓄電池導入促進事業 kWh 円 円

合 計 円 円

，
円

３ 工事終了日・設置完了日 年 月 日



４ 補助金の振込先

※ 左詰めで記入してください。

※ 左詰めで記入してください。

※ カタカナ・左詰で，姓と名の間は１マス空けてください。

※ 右詰めで記入してください。

金 融

機関名

（カタカナ）

支店名

（カタカナ）

金融機関

コード

支 店

コード

預貯金

種 類
普通 当座

口 座

名 義

口 座

番 号



５ 手続代行者名

※ 本補助金の交付申請を購入先又は設置請負者が代行して手続きをする場合記載

（１）所在地

（２）手続代行者の会社名・拠点名

※ 補助対象を購入する予定の会社名及び営業所名又は販売代理店名及び所在地を記入

してください。株式会社，有限会社などは省略せずに記入してください。

（３）手続代行者の代表者名（職，氏名）

※ 手続代行者代表者とは，手続代行する会社又は拠点の代表者を指します。職（肩書き

）と氏名を記入してください。

（４）手続代行者の代表者印

（５）担当者名・連絡先

所在地
〒 －

会社名

拠点名

手続代行者

代表者名

手続代行者

代表者印
※手続代行者代表者印は，個人印のみは不可とします。

担 当 者 名

電 話 番 号

F A X 番 号

E-mailアドレス

（パソコンのみ）



様式第８号（第１１条関係）

大崎市エコ改善推進事業補助金額確定通知書

第 号

年 月 日

様

大崎市長 印

年 月 日付け大崎市指令（ ）第 号で交付決定した大崎市エコ改善

推進事業補助金については， 年 月 日付けで提出がありました事業実績報

告書に基づき，大崎市エコ改善推進事業補助金交付要綱第１１条第１項の規定により，そ

の金額を 円に確定します。



様式第９号（第１５条関係）

（その１）個人の場合

大崎市エコ改善推進事業補助金取得財産毀損滅失届

年 月 日

大崎市長 様

（届出者）

郵便番号 －

住 所

氏 名 印

電話番号 － －

年 月 日付け大崎市指令（ ）第 号で交付決定通知のありました大

崎市エコ改善推進事業補助金の交付を受けた財産について，下記のとおり毀損，滅失しま

したので，大崎市エコ改善推進事業補助金交付要綱第１５条第２項の規定により，関係書

類を添えて届けます。

記

１ 交付決定指令記号番号（交付決定通知書右上に記載の記号番号を記入）

２ 毀損，滅失の内容（状況）

３ 毀損，滅失の日 年 月 日

４ 関係書類

（１）現況写真

（２）参考資料（現況図面等）

大崎市指令（ ）第 号



様式第９号（第１５条関係）

（その２）事業者の場合

大崎市エコ改善推進事業補助金取得財産毀損滅失届

年 月 日

大崎市長 様

（届出者）

郵便番号 －

所 在 地

商号又は名称

代表者名 印

電話番号 － －

年 月 日付け大崎市指令（ ）第 号で交付決定通知のありました大

崎市エコ改善推進事業補助金の交付を受けた財産について，下記のとおり毀損，滅失しま

したので，大崎市エコ改善推進事業補助金交付要綱第１５条第２項の規定により，関係書

類を添えて届けます。

記

１ 交付決定指令記号番号（交付決定通知書右上に記載の記号番号を記入）

２ 毀損，滅失の内容（状況）

３ 毀損，滅失の日 年 月 日

４ 関係書類

（１）現況写真

（２）参考資料（現況図面等）

大崎市指令（ ）第 号



様式第１０号（第１６条関係）

（その１）個人の場合

大崎市エコ改善推進事業補助金取得財産処分承認申請書

年 月 日

大崎市長 様

（申請者）

郵便番号 －

住 所

氏 名 印

電話番号 － －

年 月 日付け大崎市指令（ ）第 号で交付決定通知のありました大

崎市エコ改善推進事業補助金の交付を受けた財産について，下記のとおり処分しますので，

大崎市エコ改善推進事業補助金交付要綱第１６条第１項の規定により，関係書類を添えて

申請します。

記

１ 交付決定指令記号番号（交付決定通知書右上に記載の記号番号を記入）

２ 財産処分の理由

３ 財産処分の月日 年 月 日

４ 関係書類

（１）現況写真

（２）参考資料（現況図面等）

大崎市指令（ ）第 号



様式第１０号（第１６条関係）

（その２）事業者の場合

大崎市エコ改善推進事業補助金取得財産処分承認申請書

年 月 日

大崎市長 様

（申請者）

郵便番号 －

所 在 地

商号又は名称

代表者名 印

電話番号 － －

年 月 日付け大崎市指令（ ）第 号で交付決定通知のありました大

崎市エコ改善推進事業補助金の交付を受けた財産について，下記のとおり処分しますので，

大崎市エコ改善推進事業補助金交付要綱第１６条第１項の規定により，関係書類を添えて

申請します。

記

１ 交付決定指令記号番号（交付決定通知書右上に記載の記号番号を記入）

２ 財産処分の理由

３ 財産処分の月日 年 月 日

４ 関係書類

（１）現況写真

（２）参考資料（現況図面）

大崎市指令（ ）第 号



様式第１号（第５条関係）

（令元告示１０５・全改，令５告示・一部改正）

様式第２号（第６条関係）

（令２告示４５・一部改正）

様式第３号（第６条関係）

様式第４号（第７条関係）

（令元告示１０５・全改）

様式第５号（第８条関係）

（令２告示４５・追加）

様式第６号（第９条関係）

（令元告示１０５・全改，令２告示４５・旧様式第５号繰下・一

部改正）

様式第７号（第１０条関係）

（令元告示１０５・全改，令２告示４５・旧様式第６号繰下・一

部改正）

様式第８号（第１１条関係）

（平３０告示８３・一部改正，令２告示４５・旧様式第７号繰下・

一部改正）

様式第９号（第１５条関係）

（令元告示１０５・全改，令２告示４５・旧様式第８号繰下・一

部改正）

様式第１０号（第１６条関係）

（令元告示１０５・全改，令２告示４５・旧様式第９号繰下・一

部改正）



改正 平成２５年４月４日告示第７８号

平成２６年５月２日告示第９８号

平成２７年５月１日告示第９９号

平成２９年６月２３日告示第１１６号

平成３０年５月１日告示第８３号

平成３０年９月５日告示第１６２号

令和元年５月２４日告示第１０５号

令和２年３月３１日告示第４５号

令和２年３月３１日告示第７８号

令和３年３月２４日告示第６２号

令和４年３月９日告示第２５号

令和５年３月３１日告示第４５号


